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平成29年９月８日

株 主 各 位
大 阪 市 北 区 中 之 島 三 丁 目 ６ 番 3 2 号
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション
代表取締役社長 下 村 隆 彦

第33回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第33回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席お差し支えの場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、後記の「株主総会参考書類」をご検討の上、お手数ながら同封の議決権行
使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年９月25日（月曜日）午後
５時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成29年９月26日（火曜日）午前10時　（受付開始　午前９時30分）
２．場 所 大阪市北区中之島三丁目６番32号

ダイビル本館　４階　会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

３．目的事項
報告事項 第33期（平成28年７月１日から平成29年６月30日まで）

事業報告及び計算書類報告の件
決議事項
第１号議案
第２号議案

剰余金処分の件
定款の一部変更の件

第３号議案
第４号議案
第５号議案
第６号議案
第７号議案

取締役６名選任の件
退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
取締役の報酬額改定の件
社外取締役を除く取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件

以　上
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
　願い申し上げます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上
　げます。

◎受付開始時間は、午前９時30分を予定しております。開会時刻間際になりますと会場受付が混雑い
　たしますので、多少お早目にご来場くださいますようお願い申し上げます。

◎インターネットによる開示について
　次の事項は、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲
　載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。従って、本招集ご通知の
　添付書類は、監査役及び会計監査人が監査報告を作成するに際して監査をした対象の一部でありま
　す。
　・計算書類の個別注記表

◎株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正内容をインターネット上の
当社ウェブサイトに掲載いたします。

当社ウェブサイトアドレス　http://www.charmcc.jp/
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（添付書類）

事　業　報　告

（ 平成28年７月　1日から
平成29年６月30日まで ）

１．会社の現況に関する事項
（１）事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融政策などを背景とし、企
業収益や雇用情勢の改善とともに景気の動向も緩やかな回復基調にあります。一方で、海
外経済におきましては、米国新政権の動向や中国をはじめとするアジア諸国の景気の減速
など国際情勢について注視すべき状況が継続しております。

介護業界におきましては、平成27年４月より介護報酬が引下げとなりました。加えて、
異業種からの新規参入により競争が激化しており、当業界を取り巻く環境は厳しさを増し
ております。また、今後予定されている介護保険法改正では、平成30年８月より所得に応
じて介護保険利用者負担割合が最大３割に引上げられるため、介護サービス利用者の負担
の増加が見込まれています。

そのような状況のなか、当社は、「高齢者生活サービスを中心として、お客様お一人お
ひとりの価値観を大切にし、お客様にあった魅力的な生活を提案する」という経営理念を
掲げ、開設エリアのお客様のニーズに応じた価格設定及びお客様にとって魅力的な介護サ
ービスのご提供を通じて競争優位性の確保に向けた取り組みを進めてまいりました。

介護職における雇用情勢につきましては、平成29年６月の有効求人倍率は3.36倍（全国
平均・常用（パート含む））と全職種平均の1.26倍を大きく上回るなど、介護職員の確保
も課題として顕在化しております。当社では平成29年５月以降、より良い人材の確保に向
けて、介護職員の保有スキル・知識を再評価し、処遇改善を行うとともに、従業員それぞ
れのライフスタイルに応じた働き方の選択肢を増やすことにいたしました。今後とも当社
では、お客様へより質の高いサービスがご提供できるよう、従業員が働きやすい職場環境
づくりに邁進してまいります。

ホームの入居状況につきましては、開設２年目を経過した既存ホームにおいて97.0％
（前年同期96.8％）と高い入居率を維持しております。また、当事業年度及び前事業年度
に開設したホームの入居につきましても、順調に進んでおります。なお、首都圏において
も開設ホーム数が８ホームとなったことで、当社の認知度の向上とともに、安定的な入居
が見込めるようになってまいりました。
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当事業年度における新規開設につきましては、首都圏で３ホーム、近畿圏で５ホーム、
合計８ホーム（614室）を開設し、運営ホーム数の合計は38ホーム、居室数は2,706室と
なりました。また、新たな取り組みとして、アッパーミドル～富裕層をターゲットとした
高価格帯ブランド「チャームプレミア」の第１号ホームとなる「チャームプレミア目白お
留山」（東京都新宿区、60室）を平成29年２月に開設しております。

なお、当事業年度において、「チャーム明石大久保駅前」（兵庫県明石市、84室）の建
設に伴う国土交通省の「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」に係る補助金の交付金額
確定により、同補助金82,915千円を特別利益の「補助金収入」として計上するとともに、
同額を特別損失の「固定資産圧縮損」として計上しております。

以上の結果、当事業年度における売上高は10,930,306千円（前年同期比19.5％増）、
営業利益は891,141千円（同101.1％増）、経常利益は843,539千円（同115.0％増）、
当期純利益は536,409千円（同126.4％増）となりました。

当社は、「介護事業」の単一セグメントであるため、セグメント別の状況の記載を省略
しております。

（２）設備投資の状況
当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は1,650,199千円で、その主

なものは次のとおりであります。
介護事業における新規ホーム開設等に伴う差入保証金として641,620千円、新規ホームの建

築費及び介護施設の備品設備等の固定資産の取得費用として1,008,579千円の投資を実施し
ております。

（３）資金調達の状況
当事業年度中に、新規ホーム開設の所要資金として、金融機関より長期借入金663,345千

円、短期借入金534,210千円の資金調達を実施しました。
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（４）対処すべき課題
当社が対処すべき主要な課題は以下の項目であると認識しております。

①　住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の事業基盤確立
住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅につきましては、特定施設の総量

規制（※）の動向に左右されることなく事業を拡大するための基盤づくりが必要であると考
え、住宅型有料老人ホームとして「チャームヒルズ豊中旭ヶ丘」、サービス付き高齢者向け
住宅として「チャーム明石大久保駅前」及び「チャームスイート仁川」の計３ホームを運営
しております。当社ではこのビジネスモデルの事業としての基盤確立を図るため、今後も開
設するホームの地域特性を考慮したうえで、住宅型有料老人ホーム及びサービス付き高齢者
向け住宅の開設を進めてまいります。

②　労働力の確保
今後の介護サービス需要の拡大に伴い懸念される労働力不足の問題は、当社におきまして

も重要な経営課題と認識しており、従業員の定着率の向上のため、長期的な労働力確保を視
野に入れた新卒採用の強化や従業員の処遇改善の充実、キャリアパス制度の適切な運営、実
践に即した教育研修の実施などの取り組みを進めてまいります。

③　コンプライアンス・内部統制の充実
介護保険制度下の事業者として社会的責任を果たすべく、引き続き法令遵守を徹底するこ

とに加え、企業経営の透明性と開示情報の正確性を確保させるため、内部統制システムの整
備に関する方針を定め、内部統制の構築を推進してまいります。

④　財務体質の改善
当社は積極的な事業拡大に際して、設備投資資金を主として金融機関からの借入により調

達してまいりましたので、有利子負債比率が高い水準にあります。このため、今後の企業間
競争に耐えうるべく財務体質の改善が急務であると認識しており、有利子負債の圧縮と自己
資本比率の向上に努めることで、より健全性の高い経営に努めてまいります。

※　特定施設の総量規制とは、自治体（主に都道府県）が民間による居住系サービスの新規開
設を拒否できるという規制であります。
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（５）財産及び損益の状況の推移

区 分 第 30 期
(平成26年６月期)

第 31 期
(平成27年６月期)

第 32 期
(平成28年６月期)

第 33 期
(当事業年度)

(平成29年６月期)

売 上 高 (千円) 5,811,381 7,114,503 9,150,093 10,930,306

経 常 利 益 (千円) 346,365 43,593 392,319 843,539

当 期 純 利 益 (千円) 313,981 60,691 236,963 536,409

１株当たり当期純利益 (円) 48.10 9.30 36.30 82.18

総 資 産 (千円) 8,049,135 9,027,145 11,463,658 13,396,757

純 資 産 (千円) 1,408,697 1,450,023 1,640,072 2,160,795

１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 215.80 222.14 251.27 331.04

（注）当社は、平成29年１月１日付及び平成29年６月１日付でそれぞれ普通株式１株につき２株の
割合で株式分割を行っております。第30期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当
たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

（６）重要な親会社及び子会社の状況
該当事項はありません。

（７）主要な事業内容（平成29年６月30日現在）
当社は、「介護事業」の単一セグメントであり、主に以下の「介護付有料老人ホーム」、「住

宅型有料老人ホーム」及び「サービス付き高齢者向け住宅」の展開及び運営を行っております。
①　介護付有料老人ホーム

「介護付有料老人ホーム」は、各都道府県から介護保険の「特定施設入居者生活介護」の
指定を受けた有料老人ホームのことをいい、介護が必要になった場合、施設の従業員が提供
する介護サービスを利用できるものであります。「特定施設入居者生活介護」とは、介護保
険法において、「特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサー
ビスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行わ
れる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定める
もの、機能訓練及び療養上の世話」とされております。当社は、「チャーム」・「チャーム
スイート」・「チャームプレミア」・「ルナハート」のブランドで「介護付有料老人ホーム」
を合計35ホーム展開しております。
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  　②　住宅型有料老人ホーム
「住宅型有料老人ホーム」は「介護付有料老人ホーム」とは異なり、「特定施設入居者生

活介護」の指定を受けていないため、訪問介護等の外部サービスを利用する有料老人ホーム
であります。したがって、介護が必要な場合は、外部の介護事業者と別途契約し、訪問介護、
居宅介護支援、通所介護などの居宅サービスを利用します。当社は、「チャームヒルズ」の
ブランドで「住宅型有料老人ホーム」を１ホーム展開しており、訪問介護、居宅介護支援及
び通所介護事業所を併設することで、ご入居者様のニーズに応える体制を整えております。

③　サービス付き高齢者向け住宅
　「サービス付き高齢者向け住宅」は、住宅としての規模・設備等の登録基準を満たし、少
なくともケアの専門家による安否確認サービスと生活相談サービスを提供することが義務付
けられている高齢者向け賃貸住宅です。当社は、「チャーム」・「チャームスイート」のブ
ランドで「サービス付き高齢者向け住宅」を２ホーム展開しており、訪問介護及び居宅介護
支援事業所を併設することで、ご入居者様のニーズに応える体制を整えております。

（８）主要な事業所（平成29年６月30日現在）
本　　社　　：　　大阪市北区中之島三丁目６番32号
東京支社　　：　　東京都新宿区新宿七丁目26番48号
事業所

所 在 地 運 営 ホ ー ム 数

東　京　都 ８ ホーム

大　阪　府 11 ホーム

京　都　府 ５ ホーム

奈　良　県 ４ ホーム

兵　庫　県 10 ホーム

合　　　計 38 ホーム
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（９）使用人の状況（平成29年６月30日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

821（413）名 115（△18）名増 38.6歳 2.6年

（注）１．使用人数欄の（　）は、臨時従業員の年間平均雇用人員（１日８時間換算）で
あり、外数で記載しております。

２．使用人数が前事業年度末と比べて、115名増加しましたのは、業容拡大に伴う
定期及び期中採用によるものであります。

（10）主要な借入先の状況（平成29年６月30日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 2,440,471 千円
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,912,124
株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,241,450
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 780,617
株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 17,336
株 式 会 社 京 都 銀 行 17,336

（11）その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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２．株式に関する事項（平成29年６月30日現在）
（１）発行可能株式総数 21,200,000株

 

（注）平成29年１月１日付及び平成29年６月１日付で株式分割（それぞれ１株を２株に分
割）に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は15,900,000株増加しております。

（２）発行済株式の総数 6,528,000株
 

（注）平成29年１月１日付及び平成29年６月１日付の株式分割（それぞれ１株を２株に分
割）の実施により、発行済株式の総数は、4,896,000株増加しております。

（３）株主数 2,109名
（４）大株主（上位10名）

株　　主　　名 持株数 持株比率

株 式 会 社 エ ス ・ テ ィ ー ・ ケ ー 2,400,000株 36.77％

下 村 隆 彦 1,320,000株 20.22％

カ ブ ド ッ ト コ ム 証 券 株 式 会 社 154,300株 2.36％

チ ャ ー ム ・ ケ ア ・ コ ー ポ レ ー シ ョ ン 従 業 員 持 株 会 120,200株 1.84％

吉 岡 裕 之 116,800株 1.79％

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ ー 証 券 株 式 会 社 100,000株 1.53％

楽 天 証 券 株 式 会 社 74,400株 1.14％

日 本 証 券 金 融 株 式 会 社 72,600株 1.11％

保 坂 弘 樹 70,800株 1.08％

Ｎ Ｏ Ｍ Ｕ Ｒ Ａ  Ｐ Ｂ  Ｎ Ｏ Ｍ Ｉ Ｎ Ｅ Ｅ Ｓ  Ｌ Ｉ Ｍ Ｉ Ｔ
Ｅ Ｄ  Ａ ／ Ｃ  Ｃ Ｐ Ｂ ３ ０ ０ ７ ２  ４ ８ ２ ２ ７ ６ 68,500株 1.05％

（注）持株比率は自己株式（756株）を控除して計算しております。

３．新株予約権等に関する事項
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（１）取締役及び監査役の状況（平成29年６月30日現在）

会社における地位 氏　　　名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 下村　隆彦 下村建設株式会社　取締役会長

取締役 里見　幸弘 管理本部長　経営管理部長

取締役 杉本　安史

取締役 奥村　孝行 事業本部長　介護事業部長

取締役 渡邊　五郎

常勤監査役 吉川　良文

監査役 石脇　武臣

監査役 大鹿　博文
イーウエストコンサルティング株式会社　代表取締役
株式会社久世　社外監査役
株式会社スマートバリュー　社外監査役

（注）１．取締役　渡邊　五郎氏は、社外取締役であります。なお、当社は同氏を東京証券取引
所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２．監査役　吉川　良文及び石脇　武臣の両氏は、社外監査役であります。なお、当社は
両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお
ります。

３．監査役　大鹿　博文氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程
度の知見を有しております。

４．平成28年９月27日開催の第32回定時株主総会終結の時をもって、監査役　吉田　耕
一氏は辞任により退任いたしました。

（２）責任限定契約の内容の概要
　当社は、社外取締役及び各監査役との間に、会社法第427条第１項の規定により、法令
が定める最低責任限度額を限度として、同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を
締結しております。
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（３）取締役及び監査役の報酬等の総額

区分 員数（名） 報酬等の総額（千円）

取締役 ５ 83,421

（うち社外取締役） (１) (6,000)

監査役 ４ 11,177

（うち社外監査役） (３) (7,577)

合　　　計 ９ 94,599

（うち社外役員） (４) (13,577)

（注）上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。
１．当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額12,294千円（取締役４名に対し

11,841千円、監査役２名に対し452千円）。
２．平成28年９月27日開催の第32回定時株主総会終結の時をもって辞任した社外監査

役１名に対する報酬等を含めております。
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（４）社外役員に関する事項
当事業年度における主な活動状況

区　分 氏　名 主　な　活　動　状　況

取締役 渡邊　五郎

　当事業年度に開催された取締役会には、18回中16回出席し、主に企
業経営における豊富な経験と高い見識を活かした意見を述べるなど、取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っ
ております。

常勤監査役 吉川　良文

　平成28年９月27日就任以降に開催された取締役会には、13回中13
回、また監査役会には、10回中10回出席し、主に企業経営、経営戦略
策定などの分野における知識・経験等を活かした意見を述べるなど、取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っ
ております。また、監査役会において、議案の審議等に適宜、必要な発
言を行っております。

監査役 石脇　武臣

　当事業年度に開催された取締役会には、18回中18回、また監査役会
には、13回中13回出席し、主に企業経営、経営戦略策定などの分野に
おける知識・経験等を活かした意見を述べるなど、取締役会の意思決定
の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。ま
た、監査役会において、議案の審議等に適宜、必要な発言を行っており
ます。
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５．会計監査人の状況
（１）名称　　　　　　　　　　　　　　仰星監査法人

（２）報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 18,000千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上
の利益の合計額 18,000千円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法
に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できません
ので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しており
ます。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り
の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査
人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

（３）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（４）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、

監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監
査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理
由を報告いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
（１）業務の適正を確保するための体制
①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社全体に適用する企業理念を定めるとともに、法令遵守意識の定着と運用を図るため、
代表取締役社長を委員長とする取締役会直属のリスク・コンプライアンス委員会を設置し
ております。

・代表取締役社長に直属する内部監査室を設置し、法令及び定款の遵守体制の有効性の監査
を行うとともに、各部門の内部管理体制の適切性・有効性の検証・評価を行い、その改善
を促すことにより、使用人の職務執行の適法性を確保しております。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る文書その他の情報は、経営判断等に用いた関連資料とともに「文

書管理規程」に従い、適切に保存・管理しております。

③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社は「リスク管理規程」、「コンプライアンス規程」等を基に、全社的なリスク管理に

取り組むとともに、リスク・コンプライアンス委員会をリスクマネジメントの推進部署と
位置付け、リスクマネジメントの計画の策定、体制の整備、検証及びリスク情報の一元化
を行っております。

・代表取締役社長に直属するリスク管理室を設置し、当社の事業において発生する様々なリ
スクについて、当社が被る不利益を最小限に止めるべく、調査・対応を行うとともに、予
防・再発防止のための施策の策定、実施を行っております。

・各部門においては経営に重大な影響を及ぼすおそれのあるリスクの洗い出しを行い、適時
にリスク・コンプライアンス委員会に対し報告し、適切な対応を行うこととしております。

④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会を原則として月１回定時に開催し、法定事項のほか業務執行に関する具体的事項

等に係る意思決定を行っております。
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⑤　当社における業務の適正を確保するための体制
・リスク・コンプライアンス委員会を設置し、法令等に違反する行為、違反の可能性のある

行為など不適切な行為を未然に防止し、取締役及び使用人の法令遵守体制の強化を図って
おります。

・内部監査室は、当社の法令及び定款の遵守体制の有効性について監査を行うとともに、監
査を受けた各部門に、是正、改善の必要があるときには適時にその対策を講じるよう、適
切な指導を行っております。

⑥　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
　る事項
・監査役がその必要を求めた場合には、必要な人数やその能力・経験・権限を取締役と監査

役との協議のうえ決定することとしております。

⑦　前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
・当該使用人の任命、評価、異動、賞罰は監査役会の同意を要するものとし、また、当該使

用人は監査役の指揮命令にのみ服するものとしております。

⑧　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
・監査役の要請に応じて、取締役及び使用人は必要事項の報告を行い、内部監査室は内部監

査の結果等を適時に報告することとしております。
・取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為又は会社に著しい損害を与える

事実を知ったときには、適時に報告することとしております。
・通報者が不利益を被ることがないよう「内部通報制度運用規程」を定めることで、内部通

報制度の実効性を確保しております。

⑨　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・監査役は取締役会のほか、他の重要な会議に出席しております。また、監査役から要求の

あった文書等は随時提供することとしております。
・監査役又は監査役会が監査の実施のために弁護士、公認会計士その他社外の専門家に対し

て助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託する等所要の費用を請求するときは、
当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを
拒むことはできないようにしております。
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　　　⑩　反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
・「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力への対応マニュアル」等の社内規程を設け、

組織全員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組んでおります。
・「コンプライアンス規程」及び「リスク・コンプライアンス委員会規程」等の関係規程等

を整備し、反社会的勢力排除のための体制構築に取り組むとともに、反社会的勢力の情報
収集に努め、警察、弁護士等との外部専門機関との連携を深めております。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要について
①　当期は、取締役会を18回開催し、経営方針及び経営戦略に関する重要事項の審議のほか、

各取締役の業務執行状況等の監督がなされております。また、監査役会を13回開催し、監査
に関する重要事項の協議・決議を行っております。

②　当期は、社外取締役をオブザーバーに加えたリスク・コンプライアンス委員会を12回開催
し、各部門の法令遵守及びリスク管理状況の報告並びに対策の協議を行っております。また、
社内報、メールマガジンの配信、社内イントラネットを通じた掲示板において、コンプライ
アンスに関する情報提供を継続的に行っているほか、全使用人を対象としたコンプライアン
ス確認テストの実施、コンプライアンス研修の定期開催などを通じて、使用人の法令遵守意
識の定着に努めております。

③　情報セキュリティ対策として、ご入居者様あるいはそのご家族様の重要な個人情報などの
情報管理を徹底しております。システム上の情報管理については漏洩防止のため、セキュリ
ティソフトにより外部ネットワークからのアクセスを遮断するほか、原則ノートパソコンな
どの電子機器の持ち出しを禁止しております。また、ノートパソコンには、起動時のパスワ
ード管理を実施しており、第三者が容易に起動させることができない設定となっております。
以上の対策を厳重に講じ、情報流出などの防止に努めております。

７．会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針について

は、特に定めておりません。
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８．剰余金の配当等の決定に関する方針
当社は、利益配分につきまして、株主利益の向上を重要な課題と位置付け、利益水準及び配当

性向等を総合的に勘案したうえで安定的な配当を行うことを基本方針としております。また、当
社は剰余金の配当について、株主総会を決定機関とする期末配当に加え、会社法第454条第５項
に基づく取締役会における決議によって、毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことが
できる旨を定款に定めております。

当事業年度の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、
１株当たり７円50銭とさせていただく予定であります。
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貸　借　対　照　表
（平成29年６月30日現在）

（単位：千円）
資 産 の 部 負 債 の 部

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
貯 蔵 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア
リ ー ス 資 産
そ の 他
投 資 そ の 他 の 資 産

出 資 金
金 銭 の 信 託
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他

2,486,790
971,162

1,135,590
2,458

225,262
42,155

111,442
△1,280

10,909,966
5,997,462
4,517,106

144,011
2,598

66,262
588,855
181,477
497,150
30,564
18,784
1,674

10,106
4,881,939

10
2,216,816

37,373
94,212

2,307,951
225,575

流 動 負 債 4,154,585
買 掛 金 111,874
短 期 借 入 金 908,882
１年内返済予定の長期借入金 993,791
リ ー ス 債 務 61,399
未 払 金 702,525
未 払 費 用 21,084
未 払 法 人 税 等 261,649
未 払 消 費 税 等 32,083
前 受 金 92,683
前 受 補 助 金 72,178
預 り 金 79,115
前 受 収 益 751,793
賞 与 引 当 金 65,010
そ の 他 513

固 定 負 債 7,081,376
長 期 借 入 金 4,506,661
リ ー ス 債 務 136,070
長 期 前 受 収 益 1,923,837
退 職 給 付 引 当 金 193,563
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 114,006
資 産 除 去 債 務 145,637
そ の 他 61,599

負 債 合 計 11,235,961
純 資 産 の 部

株 主 資 本 2,174,312
資 本 金 192,100
資 本 剰 余 金 181,100

資 本 準 備 金 181,100
利 益 剰 余 金 1,801,392

そ の 他 利 益 剰 余 金 1,801,392
繰 越 利 益 剰 余 金 1,801,392

自 己 株 式 △279
評 価 ・ 換 算 差 額 等 △13,517
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △13,517
純 資 産 合 計 2,160,795

資 産 合 計 13,396,757 負 債 ・ 純 資 産 合 計 13,396,757
（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成28年 7 月 1 日から
平成29年 6 月30日まで)

（単位：千円）

科 目 金 額
売 上 高 10,930,306
売 上 原 価 9,049,437

売 上 総 利 益 1,880,868
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 989,726

営 業 利 益 891,141
営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,193
助 成 金 収 入 5,298
補 助 金 収 入 3,240
受 取 賃 貸 料 2,789
そ の 他 1,306 14,828

営 業 外 費 用
支 払 利 息 61,314
そ の 他 1,116 62,431
経 常 利 益 843,539

特 別 利 益
補 助 金 収 入 82,915
固 定 資 産 売 却 益 418 83,333

特 別 損 失
固 定 資 産 圧 縮 損 82,915
減 損 損 失 4,789
固 定 資 産 除 却 損 861 88,566

税 引 前 当 期 純 利 益 838,305
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 331,253
法 人 税 等 調 整 額 △29,358 301,895
当 期 純 利 益 536,409

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
(平成28年 7 月 1 日から

平成29年 6 月30日まで)
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己 株 式 株 主 資 本
合 計資本準備金 資 本 剰 余 金

合 計

その他
利益剰余金 利 益 剰 余 金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 192,100 181,100 181,100 1,289,459 1,289,459 △279 1,662,380

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △24,477 △24,477 △24,477

当 期 純 利 益 536,409 536,409 536,409

自 己 株 式 の 取 得 － －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － － 511,932 511,932 － 511,932

当 期 末 残 高 192,100 181,100 181,100 1,801,392 1,801,392 △279 2,174,312

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産
合 計繰 延 ヘ ッ ジ

損 益
評価・換算差
額 等 合 計

当 期 首 残 高 △22,307 △22,307 1,640,072

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △24,477

当 期 純 利 益 536,409

自 己 株 式 の 取 得 －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） 8,790 8,790 8,790

当 期 変 動 額 合 計 8,790 8,790 520,723

当 期 末 残 高 △13,517 △13,517 2,160,795

（注）記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

平成29年８月16日
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション

取締役会　御中
仰星監査法人

代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 德 丸 公 義 ㊞
業務執行社員 公認会計士 俣 野 朋 子 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社チャーム・ケア・コーポレーシ
ョンの平成28年７月１日から平成29年６月30日までの第33期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及び
その附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明
細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監
査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚
偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続
が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書
の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性につ
いて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検
討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企
業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての
重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
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監査役会の監査報告
監　査　報　告　書

　当監査役会は、平成28年７月１日から平成29年６月30日までの第33期事業年度の取締役の
職務の執行に関して各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（１）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（２）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査
の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社
法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内
容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役
及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているのかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨
の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）及びその附属明細書につい
て検討いたしました。
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人である仰星監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年８月18日
株式会社チャーム・ケア・コーポレーション　監査役会

常 勤 監 査 役
(社外監査役) 吉 川 良 文 ㊞
社 外 監 査 役 石 脇 武 臣 ㊞
監 査 役 大 鹿 博 文 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
　剰余金の処分につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、以下のとおりといた
したいと存じます。

期末配当に関する事項
①　配当財産の種類

　金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金７円50銭といたしたいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は48,954,330円となります。

③　剰余金の配当が効力を生じる日
　平成29年９月27日といたしたいと存じます。
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第２号議案　定款の一部変更の件
１．提案の理由
　（１）今後の事業展開に備えるために、現行定款第２条（目的）に追加・変更を加えるものです。
　（２）取締役の経営責任をより明確化するとともに、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制
　　　　を構築するため、現行定款第21条（取締役の任期）につき、取締役の任期を２年から１年に
　　　　短縮するとともに、任期の調整に関する同条第２項を削除するものです。
　（３）その他、上記に伴う号数の変更を行うものです。

２．変更の内容
　　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更箇所を示しております。）
現　行　定　款 変　更　案

（商号）
第１条　（条文省略）

（目的）
第２条
　当会社は、次の事業を営むことを目的とす
る。
（１）介護保険法に基づく居宅サービス事業
及び介護予防サービス事業
（２）介護保険法に基づく居宅介護支援事業
及び介護予防支援事業
（３）介護保険法に基づく地域密着型サービ
ス事業及び地域密着型介護予防サービス事業
（４）健康保険法に基づく訪問看護事業
（５）有料老人ホーム及びサービス付き高齢
者向け住宅の設置経営
（６）障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく障害福祉サ
ービス
（７）高齢者、身体障害者に対する介護、自
立支援等に関する業務
（８）高齢者、身体障害者への機能回復訓練
及びコンサルティング
（９）配食サービス事業

（商号）
第１条　（現行どおり）

（目的）
第２条
　当会社は、次の事業を営むことを目的とす
る。
（１）（現行どおり）

（２）（現行どおり）

（３）（現行どおり）

（４）（現行どおり）
（５）（現行どおり）

（６）（現行どおり）

（７）（現行どおり）

（８）（現行どおり）

（９）（現行どおり）
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現　行　定　款 変　更　案
（10）給食及び給食管理業務
（11）労働者派遣事業法に基づく労働者派遣
事業
（12）衣料品、日用雑貨、装飾品、食料品、
医療器具、福祉用具、介護用品及び介護機器
等の販売及びレンタル
（13）人材育成のための教育事業及び
カウンセリング業務
（14）介護事業全般に関するコンサルタント
業
（15）不動産の売買・賃貸・仲介及び管理
（16）介護保険適用外の居宅介護、生活支援
サービス等の提供

（新　　設）
（17）前各号に附帯関連する一切の事業

第３条～第20条　（条文省略）

（取締役の任期）
第21条
　取締役の任期は、選任後２年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会終結の時までとする。
２　増員により、又は補欠として選任された
取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満
了する時までとする。

第22条～第47条　（条文省略）

（10）（現行どおり）
（11）（現行どおり）

（12）（現行どおり）

（13）介護保険法に基づく人材育成のための
養成研修事業及びカウンセリング事業
（14）（現行どおり）

（15）（現行どおり）
（16）（現行どおり）

（17）介護保険法に基づく第１号事業
（18）（現行どおり）

第３条～第20条　（現行どおり）

（取締役の任期）
第21条
　取締役の任期は、選任後１年以内に終了す
る事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会終結の時までとする。

（削　　除）

第22条～第47条　（現行どおり）
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第３号議案　取締役６名選任の件
　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制及
びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため新たに取締役１名を増員し、取締役６名の選任
をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号 氏 名 現在の当社における地位及び担当 選別の種別等

1 し も

下
む ら

村
た か

隆
ひ こ

彦 代表取締役社長 【再任】

2 さ と

里
み

見
ゆ き

幸
ひ ろ

弘 取締役　管理本部長　経営管理部長 【再任】

3 お く

奥
む ら

村
た か

孝
ゆ き

行 取締役　事業本部長　介護事業部長 【再任】

4 こ

小
か じ

梶
し

史
ろ う

朗 事業本部副本部長　首都圏事業部長 【新任】

5 わ た

渡
な べ

邊
ご

五
ろ う

郎 取締役 【再任】【社外】【独立役員】

6 や ま

山
ざ わ

澤
と も

倶
か ず

和 【新任】【社外】【独立役員】
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ・ 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

１

し も

下
む ら

村
た か

隆
ひ こ

彦
(昭和18年６月３日生)

【再任】

昭和41年 ４ 月 株式会社岡組 入社

1,320,000株

昭和44年 ４ 月 下村建設株式会社 入社
昭和44年 ６ 月 同社取締役
昭和48年 ６ 月 同社代表取締役
平成16年10月 株式会社いきいきサポート　設立

同社代表取締役社長
平成16年11月 当社代表取締役社長
平成20年 ６ 月 下村建設株式会社　取締役会長(現任)
平成21年 １ 月 株式会社エス・ティ・ケー　設立

同社取締役（現任）
平成26年 ７ 月 当社代表取締役社長　事業開発部長
平成27年 ７ 月 当社代表取締役社長（現任）
(重要な兼職の状況）
　下村建設株式会社　取締役会長
(平成29年６月期取締役会出席状況)
　18回/18回（出席率100％）

◆取締役候補者とした理由
　下村　隆彦氏は、当社の創業者として経営全体の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しております。また、
企業経営者としての豊富な経験とともに人格、見識ともに優れていることから、引き続き取締役候補者といた
しました。

－ 28 －



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

株
主
総
会
参
考
書
類

候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ・ 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

２

さ と

里
み

見
ゆ き

幸
ひ ろ

弘
(昭和32年２月21日生)

【再任】

昭和55年 ４ 月 株式会社大和銀行
（現　株式会社りそな銀行）入行

－株

平成23年 ８ 月 当社出向　事業開発部長
平成23年10月 当社取締役　事業開発部長
平成26年 ７ 月 当社取締役　経営管理部長
平成28年10月 当社取締役　管理本部長　経営管理部長

（現任）
(平成29年６月期取締役会出席状況)
　18回/18回（出席率100％）

◆取締役候補者とした理由
　里見　幸弘氏は、大手金融機関における長年にわたる経験と、管理部門における相当の知見を有しており、
当社に入社以降もその能力により企業価値の向上に貢献してまいりました。また、人格、見識ともに優れてい
ることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ・ 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

３

お く

奥
む ら

村
た か

孝
ゆ き

行
(昭和30年６月23日生)

【再任】

昭和54年 ４ 月 株式会社大丸
（現　株式会社大丸松坂屋百貨店）　入社

4,000株

平成14年 ６ 月 株式会社メッセージ
(現　ＳＯＭＰＯケアメッセージ株式会社)
入社　大阪地区本部長

平成14年 ６ 月 同社取締役　大阪地区本部長
平成20年 ２ 月 同社取締役執行役員　介護事業部長
平成27年 ７ 月 当社入社　介護事業部長
平成28年 ９ 月 当社取締役　介護事業部長
平成28年10月 当社取締役　事業本部副本部長

介護事業部長
平成29年 ６ 月 当社取締役　事業本部長　介護事業部長

（現任）
(平成29年６月期取締役会出席状況)
　13回/13回（出席率100％）
　※平成28年９月27日就任以降の状況を記載しております。

◆取締役候補者とした理由
　奥村　孝行氏は、介護業界における豊富な実務経験と同業他社において取締役としての経験を有しており、
当社に入社以降もその豊富な経験から介護事業の責任者として指揮を執ってまいりました。また、人格、見識
ともに優れていることから、引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ・ 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

４

こ

小
か じ

梶
し

史
ろ う

朗
(昭和49年２月13日生)

【新任】

平成11年 ４ 月 株式会社安心ネットワーク　入社

2,880株
平成16年 ６ 月 当社入社
平成27年 ７ 月 当社事業開発部長
平成29年 ６ 月 当社事業本部副本部長　首都圏事業部長

（現任）
◆取締役候補者とした理由
　小梶　史朗氏は、当社に入社以降、主として事業開発部門に所属し、豊富な経験と実績を有しているほか、
介護付有料老人ホームの運営・管理業務にも携わっております。また、人格、見識ともに優れていることから、
取締役候補者といたしました。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ・ 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

５

わ た

渡
な べ

邊
ご

五
ろ う

郎
(昭和９年５月14日生)

【再任】【社外】
【独立役員】

昭和33年 ４ 月 第一物産株式会社
（現　三井物産株式会社）入社

－株

平成２年 ６ 月 同社取締役
平成５年 ６ 月 同社代表取締役常務取締役
平成７年 ６ 月 同社代表取締役専務取締役
平成８年 ６ 月 同社代表取締役副社長
平成８年 ９ 月 同社代表取締役副社長、

米国デュポン社　取締役
平成11年 ６ 月 三井化学株式会社　代表取締役副会長
平成13年 ６ 月 同社代表取締役会長
平成15年 ９ 月 森ビル株式会社　特別顧問
平成26年 ３ 月 同社特別顧問退任
平成27年 ９ 月 当社社外取締役（現任）
(平成29年６月期取締役会出席状況)
　16回/18回（出席率88.9％）

◆社外取締役候補者とした理由
　渡邊　五郎氏は、三井物産株式会社代表取締役副社長、三井化学株式会社代表取締役会長等の要職を歴任さ
れ、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しております。また、当社の経営に有効な意見表明及び経営
陣に対する指導・監督を行っており、引き続き社外取締役候補者といたしました。
　なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出を行っており
ます。同氏が再任された場合には、独立役員の届け出を継続いたします。
　同氏の当社社外取締役の在任期間は本総会終結の時をもって２年となります。
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候補者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 ・ 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 の
株 式 数

６

や ま

山
ざ わ

澤
と も

倶
か ず

和
(昭和22年11月26日生)

【新任】【社外】
【独立役員】

昭和46年 ４ 月 京阪神急行電鉄株式会社　入社

－株

平成11年 ６ 月 阪急電鉄株式会社　統括本部副本部長
兼広報室長

平成12年 ６ 月 同社取締役　統括本部長
平成14年 ４ 月 同社代表取締役専務取締役

株式会社第一阪急ホテルズ
（現　株式会社阪急阪神ホテルズ）
代表取締役社長

平成19年 ６ 月 阪急阪神ホールディングス株式会社
取締役

平成24年 ４ 月 株式会社阪急阪神ホテルズ
代表取締役会長

平成24年 ６ 月 同社相談役
平成24年 ６ 月 阪神高速道路株式会社　代表取締役社長
平成26年 ４ 月 株式会社阪急阪神ホテルズ　顧問(現任)
平成28年 ６ 月 阪神高速道路株式会社　顧問(現任)
平成29年 ６ 月 株式会社池田泉州銀行　社外取締役(現任)
(重要な兼職の状況)
　株式会社池田泉州銀行　社外取締役

◆社外取締役候補者とした理由
　山澤　倶和氏は、株式会社阪急阪神ホテルズ代表取締役社長、阪神高速道路株式会社代表取締役社長等の要
職を歴任され、企業経営における豊富な経験と高い見識を有しております。また、当社の経営に有効な意見表
明及び経営陣に対する指導・監督を行うことができるものと考え、社外取締役候補者といたしました。
　なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出る予定です。
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（注）１．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
　　　２．下村　隆彦氏は、当社の経営を支配している者であります。

３．渡邊　五郎氏及び山澤　倶和氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の候補者であります。
４．当社は渡邊　五郎氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最

低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりますが、
同氏が再任された場合、当該契約を継続する予定です。

５．山澤　倶和氏が選任された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約
を締結する予定です。
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第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
　本総会終結の時をもって取締役を退任されます杉本　安史氏の在任中の功労に報いるため、当社に
おける一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたいと存じます。
　なお、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。
　退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏 名 略 歴

す ぎ

杉
も と

本
や す

安
し

史
平成
平成

26
27

年
年

９
９

月
月

当社社外取締役
当社取締役（現任）
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第５号議案　取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件
　当社は役員報酬制度改定の一環として、平成29年８月18日開催の取締役会において、取締役及び
監査役の退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃止することを決議いたしました。
　これに伴い、第３号議案「取締役６名選任の件」が原案どおり承認可決された場合に再任される取
締役下村　隆彦、里見　幸弘、奥村　孝行の３氏及び在任中の監査役吉川　良文氏に対し、それぞれ
本総会終結の時までの在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内
で退職慰労金を打切り支給することといたしたいと存じます。
　なお、支給の時期につきましては、各取締役及び監査役の退任時とし、その具体的な金額、方法等
につきましては、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと
存じます。
　退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の対象となる取締役及び監査役の略歴は、次のとおりであり
ます。

略 歴

し も

下
む ら

村
た か

隆
ひ こ

彦 平成16年11月 当社代表取締役社長　(現任)

さ と

里
み

見
ゆ き

幸
ひ ろ

弘 平成23年10月 当社取締役　(現任)

お く

奥
む ら

村
た か

孝
ゆ き

行 平成28年 ９ 月 当社取締役　(現任)

よ し

吉
か わ

川
よ し

良
ふ み

文 平成28年 ９ 月 当社常勤監査役　(現任)氏名
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第６号議案　取締役の報酬額改定の件
　当社の取締役の報酬額は、平成26年９月25日開催の第30回定時株主総会において年額110百万円
以内（うち社外取締役分は年額10百万円以内）とご承認いただき今日に至っております。
　今般、コーポレート・ガバナンスを強化し、社外取締役の増員及び今後の役割拡大に備えるため、
取締役の報酬額を年額120百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）に改定させていただ
きたいと存じます。
　なお、現在の取締役は５名（うち社外取締役１名）でありますが、第３号議案「取締役６名選任の
件」が原案どおり承認可決された場合、１名増員の取締役６名（うち社外取締役２名）となります。
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第７号議案　社外取締役を除く取締役に対するストック・オプション報酬額及び内容決定の件
　役員報酬制度改定の一環として、取締役及び監査役の退職慰労金制度を本総会終結の時をもって廃
止することを踏まえ、取締役（社外取締役を除く。以下、本議案において同じ。）に対して、従来の
取締役の報酬額（第６号議案「取締役の報酬額改定の件」が原案どおり承認可決された場合、年額
120百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）となります。）とは別枠で、株式報酬型
ストック・オプションとして新株予約権を年額20百万円以内の範囲で発行することにつきご承認を
お願いするものであります。
　ストック・オプションとしての報酬額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権１個当
たりの公正価額に、割り当てる新株予約権の総数を乗じて得た額となります。
　現在の取締役は４名ですが、第３号議案「取締役６名選任の件」が原案どおり承認可決された場合
も員数は変わりません。なお、各取締役への支給時期及び配分については、取締役会にご一任願いた
いと存じます。

１．取締役に対し新株予約権を発行することを相当とする理由
　株価変動によるメリットとリスクを株主の皆様と共有し、中長期的な業績向上及び企業価値向上
への意欲を高めることを目的として、取締役に対して新株予約権を発行するものです。

２．新株予約権の内容
(１)新株予約権の目的となる株式の種類及び数

　新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式の
数（以下、「付与株式数」という。）は１個当たり10株とする。
　なお、新株予約権を割り当てる日後、当社が合併、会社分割、株式無償割当、株式分割ま
たは株式併合等を行うことにより、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じ
た場合、当社は取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができる。

(２)新株予約権の数
　各事業年度に係る定時株主総会の日から１年以内に割り当てる新株予約権の数は1,500個
を上限とする。
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(３)新株予約権の払込金額
　新株予約権１個当たりの払込金額は、新株予約権の割当に際してブラック・ショールズ・
モデル等の公正な算定方式により算定された新株予約権の公正価値を基準とし、取締役会に
おいて定める額とする。
　なお、新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、当該払込金
額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺させるものとし、金銭の払込みを
要しないものとする。

(４)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受け
ることができる株式１株当たりの金額を１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

(５)新株予約権を行使することができる期間
　新株予約権を割り当てる日の翌日から30年以内の範囲で、取締役会において定めるものと
する。

(６)新株予約権の行使の条件
　新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日から10日を経過するまでの間に限り、
新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。その他の新株予約権の行使の条件につい
ては、新株予約権の募集要項を決定する取締役会において定めるものとする。

(７)譲渡による新株予約権の取得の制限
　譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。

(８)その他の新株予約権の内容
　新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集要項を決定する取締役会
において定めるものとする。

以　上
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